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序章 はじめに 
 

１．計画の目的 

平成 7 年 1 月 17 日に発生した阪神･淡路大震災では旧耐震基準で建てられた建物（昭

和 56 年（1981 年）5 月以前に建築着工されたもの）の倒壊等により、多くの方が亡く

なられた教訓から、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（以下「耐震改修促進法」

という。）が制定され、全国的に耐震化の取組みが進められるようになりました。 

しかしながら、近年においても平成 28 年 4 月の熊本地震や平成 30 年 9 月の北海道胆

振東部地震、令和 6 年１月の能登半島地震などの大地震に際し、大きな被害が出ています。 

日本ではいつ、どこで大地震が発生してもおかしくない状況にあり、特に、南海トラフ

地震については、政府の地震調査研究推進本部発表（令和 7 年 9 月）によると、今後 30 

年以内での発生確率は 60～90％程度以上とされています。 

また、奈良県に位置する活断層である奈良盆地東縁断層帯は、今後 30 年の間に地震が

発生する可能性が、我が国の主な活断層の中では高いグループに属しています。 

これらの地震が発生した場合には多数の死傷者の発生や甚大な建物被害が起こることを

認識し、地震から人的・経済的被害の軽減を図るため住宅・建築物の耐震化を進めること

が必要です。 

本町では地震時における住宅・建築物の被害の軽減を図り、町民の生命と財産の保護を

図るため、耐震改修促進法に基づき策定された「奈良県耐震改修促進計画」に基づき、平

成２０年３月に「広陵町耐震改修促進計画」を策定しました。その後、耐震改修促進法の

改正や県計画の改定、本町における住宅・建築物の耐震化の状況等を踏まえ、直近では、

令和 3 年 3 月に改定を行い、住宅・建築物の耐震化への取り組みを継続してきました。 

しかし、未だ耐震性が不足する建築物等の解消には至っていないことから、耐震改修の

支援や普及啓発の強化、多数の者が利用する建築物等の耐震化を促進する必要があります。 

本計画は、本町において、地震時における住宅・建築物の被害の軽減を図り、町民の生

命と財産の保護を図るため、県及び建築関係団体等と連携して計画的かつ総合的に既存建

築物の耐震化を推進するための基本的な枠組みを定めることを目的とします。 

 

 

 

 

 

 

 

住宅・建築物の耐震化の必要性 
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２．計画の位置づけ 

本計画は、耐震改修促進法第 6 条の規定により、「奈良県耐震改修促進計画」に基づき、

本町の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため定めるものです。 

また計画策定にあたっては、本町の上位計画である「第 5 次広陵町総合計画」との整合

を図るものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画期間 

本計画の計画期間は、令和 8 年度から令和 17 年度までの 10 ヵ年の計画とします。中

間年度である令和 12 年度に進捗状況の点検を行い、必要に応じて改定等を行います。 

  

国 

建築物の耐震改修の促進に関する法律

建築物の耐震診断及び耐震改修の 

促進を図るための基本的な方針 

町 

計画の位置づけ 

広陵町耐震改修促進計画 

第 5 次広陵町総合計画 

○その他関連計画 

・広陵町都市計画マスタープラン 

・広陵町地域防災計画 

・広陵町国土強靭化計画      他

即する 

県 

奈良県耐震改修促進計画 

整合 

中央防災会議の方針 

整合 



5 

 

４．耐震化の促進を図る建築物 

阪神・淡路大震災や新潟県中越地震、その後の大地震において、特に、昭和 5６年 5 月

以前に建築された古い建築物の被害が顕著に見られたことを踏まえ、本計画の重点対象建

築物は昭和 56 年 5 月の新耐震基準適用以前の構造基準で設計・建築された既存建築物で

「住宅」「要緊急安全確認大規模建築物」「要安全確認計画記載建築物」「多数の者が利

用する建築物等」及び「公共建築物」を対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多数の者が利用する建築物等 次の３つの建築物のことを本計画において「多数の者が利

用する建築物等」としています（耐震改修促進法「特定既存

耐震不適格建築物」のこと）。 

○多数の者が利用する建築物 

学校、病院、ホテル、事務所等一定規模以上で多数の人々

が利用する建築物 

○危険物の貯蔵場又は処理場 

一定数量以上の危険物を貯蔵し又は処理する建築物 

○緊急輸送道路等の避難路沿道建築物 

地震により倒壊し道路を閉塞させるおそれのある建築物

及び組積造の塀 

要緊急安全確認大規模建築物 

 

病院、店舗など不特定多数の者が利用する建築物や小学校、

老人ホームなど避難弱者の方が利用する建築物等のうち一

定規模以上の大規模なものです。この建築物には、耐震診

断結果の報告が義務づけられています。 

※本町の対象建築物は耐震診断結果報告済み、かつ耐震改

修済み。 

本計画の重点対象建築物 

昭和 56 年 5 月以前の建築物 

 
住宅（戸建・共同住宅等） 

多数の者が利用する建築物等 

(耐震改修促進法第 14 条１号～3 号) 

要緊急安全確認大規模建築物 

(耐震改修促進法附則第 3 条第 1 項) 

要安全確認計画記載建築物 

(耐震改修促進法第 7 条) 

公共建築物 
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要安全確認計画記載建築物 耐震診断の義務路線として県や町の耐震改修促進計画に位

置づけられた道路沿道にあり、災害時に倒壊して道路を閉

塞するおそれのある建築物及び県の耐震改修促進計画に位

置づけられた避難所等の防災拠点建築物です。 

※本町の対象建築物はありません。 

 

また、町内全域の建築物等の地震に対する総合的な安全性の向上を図るため、上記の重

点対象建築物のほか、平成 12 年（2000 年）５月 31 日までに建築された木造住宅につ

いても本計画の対象とするとともに、多数の者が利用する建築物等に含まれない町有建築

物についても本計画の対象に加えます。また、次に掲げる建築設備、工作物なども本計画

の対象とします。 
 

【重点対象建築物のほか本計画の対象とするもの】 

〇平成 12 年 5 月 31 日までに建築された木造住宅 

〇多数の者が利用する建築物等に含まれない町有建築物 

○居住空間内の安全対策 

○エレベーター、エスカレーターの安全対策 

○工作物等の安全対策 

○大規模空間の天井崩落対策  など 
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第１章 上位関連計画 

１．国の方針 

（１）耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 

耐震改修促進法に第 4 条に基づく「耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な

方針」（平成 18 年 1 月 25 日 国交省告示第 184 号、最新改正：令和 7 年 7 月 17 日）

において、住宅については令和 1７年までに、要緊急安全確認大規模建築物については令

和 12 年までに、要安全確認記載建築物については早期にいずれも耐震性が不十分なもの

を概ね解消することを目標としています。 

 

（２）中央防災会議の方針 

内閣府中央防災会議の策定した「南海トラフ地震防災対策推進基本計画（令和 7 年 7 月

1 日）」における、減災目標と今後の住宅・建築物の耐震化の目標は、次のとおりです。 

なお本町は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく南海

トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

今後 10 年間で南海トラフ地震の死者数を概ね 8 割減少 

中央防災会議（南海トラフ地震防災対策推進基本計画） 

約 29 万 8 千人 死者 8 割減 

物的被害の軽減に関し、想定される建築物の全壊棟数を約２３

５棟から今後１０年間で概ね５割減少 

（出典：南海トラフ地震防災対策推進基本計画） 

【減災目標】 
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２．奈良県耐震改修促進計画 

（１）概要と基本方針  

奈良県耐震改修促進計画（令和 8 年 3 月改訂）では、国の目標や奈良県国土強靱化地域

計画、奈良県地域防災計画、奈良県住生活ビジョン（奈良県住生活基本計画）を踏まえ、

住宅（戸建住宅、共同住宅等）、要緊急安全確認大規模建築物、要安全確認計画記載建築

物のそれぞれについて耐震化の現状を踏まえて目標を設定し、目標達成のための施策を展

開することとしています。 

目標達成状況の検証は、概ね５年が経過した段階で行う中間点検時及び耐震改修促進計

画終了時に検証することとしており、以下のような目標達成状況の検証方法が示されてい

ます。 

 

●住宅の検証：住宅・土地統計調査の結果に基づき検証 

●要緊急安全確認大規模建築物・要安全確認計画記載建築物：建築物所有者からの耐震診

断結果の報告及び耐震化の取り組みを踏まえた変更報告内容に基づき検証 

 

改定に際し、耐震改修の支援や普及啓発の強化、災害時に救助活動などの要となる重要

な道路について耐震診断を義務付けることとし、計画期間がこれまでの 5 年から 10 年と

されました。 

 

（２）耐震化の目標  

耐震化の目標は下表のとおり設定されています。 

住宅については、令和 17 年までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目

標とし、中間目標値として令和 12 年の耐震化率 95%を設定しています。令和７年の耐

震性不十分な住宅のうち、戸建住宅が約 94％と多くを占めているため、引き続き、戸建

住宅の耐震化を重点的に進める施策の展開を図ることとしています。 

 

住宅 令和 17 年までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消 

中間目標値：令和 12 年の耐震化率 95％ 

要緊急安全確認大

規模建築物 

令和 12 年までに耐震性が不十分な要緊急安全確認大規模建築物を

おおむね解消 

要安全確認計画記

載建築物 

令和 17 年までに耐震性が不十分な要安全確認計画記載建築物をお

おむね解消 
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３．第５次広陵町総合計画 

第５次広陵町総合計画では、耐震改修促進に関する考え方として、以下のような基本的

な考え方が示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

施策２－２ 良好な住環境の保全・形成 

【展開方向１】良質な住宅ストックの維持・形成 

＜目標＞ 若者から高齢者、単身世帯からファミリー世帯まで、多様な世代がいつ

までも快適に住み続けることができる良質な住宅ストックの維持・形成を図りま

す。 

 ＜手段＞ 

○ 耐震改修やリフォームなど、質の高い良好な住宅を増やしていくための取組

みを促進します。 

第５次広陵町総合計画より該当部分を抜粋
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第２章 広陵町の現況 

１．地勢 

本町は、奈良県奈良盆地の中西部に位置し、南北約 5.5km、東西約 4.5km、面積は、

16.3０km2 です。 

本町の地形は、東側の奈良盆地中央部氾濫源と呼ばれる低地と、西側の馬見丘陵と呼ば

れる丘陵地から形成されています。 

本町を流れる河川は、東から曽我川、葛城川、高田川で、いずれも南方の竜門山地及び

金剛葛城連山に源を発し、南北に３河川平行して流れ、本町の北部で合流し、大和川とな

って大阪湾に注いでいます。 

２．人口・世帯数 

（１）人口・世帯数の推移  

本町の令和 7 年 3 月 31 日現在の人口は 34,957 人、世帯数は 14,136 世帯（いずれ

も住民記録）となっており、近年、人口は増加から横ばいに転じる一方、世帯数は一貫し

て増加傾向にあります。ただし、「第２次広陵町人口ビジョン」では、令和 12 年頃を境

に減少局面に移行すると予想されています。 

 

■ 人口推移                         （単位：人・世帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典:住民記録（各年 3 月 31 日現在）） 

16,785 17,665 18,196 18,383
20,121

24,711

29,776
31,821

33,394 34,016 34,968 34,982 34,957

3,320 3,700 4,115
4,696 5,220

6,583

8,436
9,473

10,415
11,324

12,653
13,444

14,136

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000
世帯人

人口 世帯数

昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年
（1965年） （1970年） （1975年） （1980年） （1985年） （1990年） （1995年） （2000年） （2005年） （2010年） （2015年） （2020年） （2025年）

人口 16,785 17,665 18,196 18,383 20,121 24,711 29,776 31,821 33,394 34,016 34,968 34,982 34,957
世帯数 3,320 3,700 4,115 4,696 5,220 6,583 8,436 9,473 10,415 11,324 12,653 13,444 14,136
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世代別の動向をみると、50～54 歳を中心とする壮年層についで 70 歳代が多く、今後

の高齢化の進行が見込まれます。 

■ 年齢別人口                          （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：住民基本台帳（令和７年１月１日現在）） 

 

 

  

3.9%

5.2%

5.1%

5.1%

4.9%

4.1%

4.4%

5.8%

6.5%

6.8%

7.6%

6.9%

6.3%

6.0%

6.5%

6.3%

4.5%

2.4%

1.2%

0.4%

0.1%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

年齢 男 女 計 年齢 男 女 計
0～4歳 745 625 1,370 50～54歳 1,269 1,382 2,651
5～9歳 948 870 1,818 55～59歳 1,165 1,262 2,427
10～14歳 918 880 1,798 60～64歳 1,054 1,143 2,197
15～19歳 879 915 1,794 65～69歳 953 1,149 2,102
20～24歳 844 884 1,728 70～74歳 1,076 1,190 2,266
25～29歳 685 748 1,433 75～79歳 1,060 1,159 2,219
30～34歳 771 765 1,536 80～84歳 708 857 1,565
35～39歳 962 1,072 2,034 85～89歳 332 509 841
40～44歳 1,131 1,133 2,264 90～94歳 128 306 434
45～49歳 1,176 1,199 2,375 95～99歳 32 113 145

100歳以上 4 19 23
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（２）地区別の人口・世帯数  

令和７年の地区別の人口をみると、真美ケ丘地域において人口が集中傾向にあります。 

■ 広陵町人口・世帯数                     （単位：世帯・人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：住民記録（令和７年 10 月 31 日現在）） 

 

 

 

 

  

男 女 計
大塚 482 523 568 1,091
安部 504 645 677 1,322
平尾 678 768 864 1,632
疋相 709 930 948 1,878
三吉(大垣内） 429 561 607 1,168
三吉(赤部) 628 816 862 1,678
三吉(斉音寺） 378 426 492 918
笠 433 547 557 1,104
南郷 858 1,041 1,162 2,203
古寺 347 412 435 847
百済 474 588 634 1,222
広瀬 193 207 233 440
沢 295 344 361 705
大野 202 290 279 569
萱野 418 493 542 1,035
南 367 469 459 928
弁財天 187 212 242 454
的場 191 213 226 439
大場 30 33 37 70
中 229 260 264 524
寺戸 218 282 287 569
馬見北 2,205 2,547 2,851 5,398
馬見中 968 1,189 1,315 2,504
馬見南 1,917 2,248 2,481 4,729
みささぎ台 584 699 757 1,456
計 13,924 16,743 18,140 34,883

行政区 世帯数
人口
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■ 地区別人口分布図 
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■ 地区別世帯数分布図 
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第３章 想定される地震の規模と被害の状況 

１．第２次奈良県地震被害想定調査報告書 

第 2 次奈良県地震被害想定調査報告書（平成 16 年 10 月奈良県公表）において、奈良

県で発生が想定されている内陸型地震及び海溝型地震の建物被害想定及び人的被害想定は、

表に示すとおりです。 

建物被害・人的被害ともに、内陸型地震において甚大となり、その被害の大半は、地震

の「揺れ」（地震動）によるものとなっています（建物被害の約 95％、死者の約 85％が

「揺れ」によるもの。なお、建物被害の残り約 5％は、液状化と斜面崩壊によるものであ

り、死者の残り約 15％は、斜面崩壊と火災によるものです。）。 

このことから、地震の「揺れ」（地震動）により引き起こされる建物の倒壊を防ぐこと

が、地震による建物被害及び人的被害を軽減するために必要不可欠であることが分かりま

す。このためには、予防対策としての建物の耐震化が有効であり、住宅・建築物の耐震化

の促進が、緊急かつ重要な課題と考えられます。 

また、東南海地震、南海地震の発生確率は高く、奈良盆地の広い範囲で液状化による建

築物被害が発生し、県南部地域では揺れ及び斜面崩壊による建築被害が発生します。 

 

■ 内陸型地震の想定震源         ■ 想定マグニチュード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 建物・人的被害想定 
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2．南海トラフ巨大地震の被害想定 

令和７年３月に内閣府より発表された「南海トラフ巨大地震最大クラス 地震における

被害想定」では、南海トラフ巨大地震対策を検討する際に想定すべき最大クラスの地震・

津波に対する被害想定がとりまとめられています（令和７年３月に発表された被害想定は、

平成 25 年３月に公表された前回の被害想定について、想定手法の見直し、再計算された

もの）。 

この地震・津波は、次に必ず発生するというものではなく、現在の知見では発生確率を

想定することは困難であるが、その発生頻度は極めて低いものです。しかし、仮に発生す

れば、西日本を中心に甚大な被害をもたらすだけでなく、人的損失や国内生産・消費活動、

日本経済のリスクの高まりを通じて、影響は我が国全体に及ぶ可能性があります。 

なお、同想定によると、広陵町における最大震度は６強と想定されています。 

 

■ 南海トラフ巨大地震の規模と想定震源断層域  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 南海トラフ巨大地震による各市町村の最大震度一覧 
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第４章 耐震化の現状と目標設定 
 

１．住宅 

（１）耐震化の現状値の推計  

令和７年の固定資産台帳を用いて住宅の耐震化率を推計しました。台帳の用途区分で居

宅、住宅等の総数は 27,912 戸で、うち「昭和 56 年（1981 年）6 月 1 日以降に建築

された住宅（新耐震基準）」は 20,830 戸、「昭和 56 年 5 月 30 日以前に建築された住

宅（旧耐震基準）」は 7,082 戸です。 

旧耐震基準のうち、耐震性を満たす割合（県算出）を乗じた結果、耐震化率は 83.2％と

推計されました。 

 

 ■ 住宅の耐震化率（令和7年現在・推計）                    （単位：戸） 

 

 

 

 

 

 

※用途区分：「居宅」「併用住宅」「アパート」「共同住宅」「居宅・物置」「居宅兼車庫」を抽出 

（出典：固定資産台帳より推計） 

 

 

 ■ 住宅耐震化の現状 

 

  
旧耐震基準, 

7,082戸（25.4％）

耐震性が不十分

な住宅, 4,684戸

（16.8％）

新耐震基準, 

20,830戸

（74.6％）

耐震性を満たす

住宅, 23,228戸

（83.2％）

年代別構成

令和7年

耐震性有無の構成

令和7年

耐震性を満たす
割合 県算出

(D)

耐震性有
(C)×(D)

27,912 20,830 7,082 − 2,398 83.2%
⽊造⼾建 21,636 15,158 6,478 28.8% 1,866 78.7%
その他 6,276 5,672 604 88.1% 532 98.9%

令和7年
住宅全体

推計年
総⼾数
（A）

新耐震基準
（B）

旧耐震基準
（C）

耐震化率
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（２）地区別の木造戸建て住宅の耐震化率  

木造戸建て住宅の耐震化率を地区別にみると、広陵北地域、広陵東地域が低いことが分

かります。 

 

 ■ 地区別木造戸建て住宅の耐震化率 

 

 

 

 

  



19 

 

（３）住宅の耐震化の目標   

【住宅の目標耐震化率】 令和 12 年度までに 95％、令和 17 年度までに耐震性が不十

分な住宅をおおむね解消を目指します。 

 

令和 7 年の固定資産台帳による住宅総数は 27,912 戸で、耐震性不明戸数は 4,684 戸

（16.7％）と推計されます。令和 12 年までに耐震化率 95％を達成するためには、新築、

滅失の自然更新を考慮しない場合、3,288 戸の耐震化を促進する必要があります。令和

17 年におおむね解消をめざすためには、約 4,600 戸の耐震化を促進する必要がありま

す。 

 

■ 耐震化を促進する住宅戸数                           （単位：戸） 

 

 

 

 

※新築、滅失の自然更新を考慮しない 

 

  

総戸数 耐震化率 耐震性不明戸数 目標 耐震化を促進する戸数 目標 耐震化を促進する戸数

27,912 83.2% 4,684 3,288戸 約4,600戸
木造戸建 21,636 78.7% 4,612 3,530戸 約4,600戸
その他 6,276 98.9% 72 － －

おおむね
解消

住宅全体

令和7年 令和12年

95%

令和17年
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２．多数の者が利用する建築物等 

（１）多数の者が利用する建築物等の現状  

① 多数の者が利用する建築物（法 14 条第 1 項第 1 号） 

多数の者が利用する建築物は公共建築物 21 棟、民間建築物 48 棟の計 69 棟です。内

訳としては、旧耐震基準の建築物が 14 棟（20.3％）、新耐震基準の建築物が 55 棟（79.7％）

となっています。 

公共建築物の 21 棟はすべてに耐震性を有しています。民間建築物の 6 棟が耐震診断は

未実施となっています。 

 

■ 多数の者が利用する建築物の用途別棟数（公共建築物のみ）   (単 位 ： 棟 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■  多数の者が利用する建築物の用途別棟数（民間建築物のみ）   (単 位 ： 棟 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

耐震性

あり

耐震性

なし

未診断
（※２）

庁舎 1 1 0 1 1 0 0 100.0%

学校 13 13 9 4 4 0 0 100.0%

体育館、スポーツ施設 1 1 0 1 1 0 0 100.0%

社会福祉施設 1 1 1 0 0 0 0 100.0%

保育所、幼稚園 2 2 2 0 0 0 0 100.0%

集会所 1 1 1 0 0 0 0 100.0%

賃貸住宅、寄宿舎 2 2 0 2 2 0 0 100.0%

合計 21 21 13 8 8 0 0 100.0%

対象建築物数
新耐震

基準

耐震性のある

建築物

（※１）

耐震化率

（※３）

旧耐震基準

用途

耐震性

あり

耐震性

なし

未診断
（※２）

6 6 6 0 0 0 0 100.0%

8 8 8 0 0 0 0 100.0%

2 2 2 0 0 0 0 100.0%

3 3 3 0 0 0 0 100.0%

13 12 12 1 0 0 1 92.3%

8 5 5 3 0 0 3 62.5%

8 6 6 2 0 0 2 66.6%

48 42 42 6 0 0 6 85.7%

用途

学校

社会福祉施設

保育所、幼稚園

対象建築物数
新耐震

基準

耐震性のある

建築物

（※１）

耐震化率

（※３）

旧耐震基準

店舗、銀行

賃貸住宅、寄宿舎

事務所

工場

合計

※１　耐震性のある建築物＝新耐震基準＋旧耐震基準のうち耐震性あり

※２　未診断は耐震診断未実施の建築物

※３　耐震化率＝耐震性のある建築物／対象建築物数
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② 危険物の貯蔵場又は処理場（法 14 条第 1 項第 2 号） 

危険物の貯蔵場又は処理場の建築物は 2 棟であり、いずれも耐震診断は未実施となって

います。 

 

■ 危険物の貯蔵場又は処理場の棟数             （ 単 位 ： 棟 ）  

一定数以上の危険物を貯蔵し又は処理する建築物 

公 共 0

民 間 2

合 計 2

 

③ 緊急輸送道路等の避難路沿道建築物（法 14 条第 1 項第 3 号） 

緊急輸送道路等の避難路沿道建築物は 4 棟あり、いずれも耐震診断は未実施となって

います。 

 

■ 緊急輸送道路等の避難路沿道建築物の棟数        （ 単 位 ： 棟 ）  

地震により倒壊し道路を閉塞させるおそれのある建築物 

公 共 0

民 間 4

合 計 4

 

 

（２）多数の者が利用する建築物等の耐震化の目標  

多数の者が利用する建築物等のうち、耐震診断が未実施の建築物は 12 棟あり、耐震性

が不明です。今後、建築物の所有者等に耐震診断の実施をはたらきかけ、耐震化を促進し

ます。 
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■多数の者が利用する建築物等一覧（法 14 条第 1 項） 

 規模要件 

多数の者が

利用する建

築物 

（第１号） 

学校 

小学校、中学校、中等教育学校の前期課

程、特別支援学校 

階数２以上かつ1,000㎡以上 

（屋内運動場の面積を含む。） 

上記以外の学校 階数３以上かつ1,000㎡以上 

体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数１以上かつ1,000㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類す

る運動施設 

階数３以上かつ1,000㎡以上 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

ホテル、旅館 

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎下宿 

事務所 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これ

らに類するもの 

階数２以上かつ1,000㎡以上 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉セン

ター、その他これらに類するもの 

幼稚園、保育所 階数２以上かつ500㎡以上 

博物館、美術館、図書館 階数３以上かつ1,000㎡以上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホ

ールその他これらに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサ

ービス業を営む店舗 

工場（危険物の貯蔵場または処理場の用途に供する建築

物を除く。） 

車両の停車場または船舶もしくは航空機の発着場を構成

する建築物で旅客の乗降または待合の用に供するもの 

自動車車庫その他の自動車または自転車の停留、または

駐車のための施設 

保健所、税務署その他これに類する公益上必要な建築物

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物（第２号） 
政令で定める数量以上の危険物を貯

蔵し、又は処理する全ての建築物 

緊急輸送道路等の避難路沿道建築物（第３号） 

耐震改修促進計画で指定する重要な

避難路の沿道建築物であって、前面

道路の幅員の１/２超の高さの建築

物（道路幅員が 12ｍ以下の場合は

６ｍ超） 
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3．多数の者が利用する町有建築物 

（１）町有建築物の現状  

多数の者が利用する建築物等の町有建築物は 21 棟あり、すべて耐震性を有していま

す。 

 

■ 多数の者が利用する町有建築物の用途別棟数             (単位：棟) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

うち耐震性
のある建築
物

庁舎・消防署 1 1 1 0 1 100.0%

学校 13 4 4 9 13 100.0%

体育館、スポーツ施設 1 1 1 0 1 100.0%

図書館、博物館 0 0 － 0 0 －

病院、診療所 0 0 － 0 0 －

社会福祉施設 1 0 － 1 1 100.0%

保育所、幼稚園 2 0 － 2 2 100.0%

集会所 1 0 － 1 1 100.0%

賃貸住宅、寄宿舎 2 2 2 0 2 100.0%

その他 0 0 － 0 0 －

合計 21 8 8 13 21 100.0%

新耐震基準
耐震性のあ
る建築物

耐震化率
（※１）

合計用途

旧耐震基準
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第５章 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

１．耐震診断及び耐震改修に係る基本的な取組方針 

（１）住宅・建築物の所有者等と町・県の役割  

①住宅・建築物の所有者等の役割  

住宅・建築物の所有者等は、地震防災対策を自らの問題、地域の問題として捉え、住宅・

建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るため、耐震診断・耐震

改修や建替え等に努め、自ら「生命・財産を守る」ことを基本とします。 

②町の役割  

町は、「町民の生命・財産を守る」こととし、広陵町耐震改修促進計画に基づき、住宅・

建築物の耐震化を促進し、地震に強いまちづくりに努めることを基本とします。 

そのため、県や建築関連団体等と連携を図り、効果的な普及啓発や補助事業等の施策を

検討・実施します。 

③建築関係団体の役割  

建築関係団体は、住宅・建築物の耐震化に関する技術の向上・開発に努め、住宅・建築

物の所有者が気軽に相談等できる体制の構築に協力し、耐震診断、耐震改修や建替え等に

よる耐震化の促進に寄与することを基本とします。 

  

（２）耐震化を図る施策の基本方針   

本町の耐震化の現状や特性を踏まえて、効率的かつ効果的な取り組みを実施していきま

す。 

住宅・建築物の所有者や県等との連携にあたっては、官民参画の「奈良県住宅・建築物

耐震化等促進協議会」や、建築物の耐震化促進に係る市町村連絡会議等を活用し主体的な

取り組みを推進します。 

また、住宅・建築物の耐震化を促進するため、引き続き耐震診断・耐震改修等への助成

を実施します。住宅については、広陵町住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを作成

し、毎年度、その進捗状況を評価するとともに、プログラムを見直し改善を図るなかで、

耐震化を推進していきます。 

助成制度や、税制優遇などの耐震化に関連する様々な情報については、各種メディアを

通じ幅広く情報提供に努めます。 
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２．耐震診断及び耐震改修等の促進を図るための助成 

（１）耐震診断及び耐震改修の促進を図るための助成制度の概要  

住宅・建築物耐震改修事業等などの耐震診断及び耐震改修に関する助成制度により、住

宅・建築物の耐震化を促進します。 

制度の運用にあたっては、県事業の動向や、物価・人件費の動向を適宜把握し、必要に

応じて補助制度の内容や上限額の見直しの検討を行います。 

①既存木造住宅に対する耐震診断・耐震改修への助成  

住宅の所有者からの申請により耐震診断員を派遣する「既存木造住宅耐震診断支援事

業」を引き続き実施します。 

また、既存木造住宅の所有者が行う耐震改修工事に要する費用に補助を行う「既存木造

住宅耐震改修支援事業」を引き続き実施します。 

平成２８年度から令和７年度までに公的補助を活用した耐震診断の町内での実績は 26

件、耐震改修の実績は 3 件となっており、国内で大地震が発生した年は件数が増加する

ものの、近年では助成制度の活用が不十分な状況となっています。 

なお、平成 12 年５月までに建築された木造住宅への支援対象の拡大については、県

の動向を踏まえつつ、町内の実態を適宜把握し、検討を行います。 

②木造以外の既存建築物に対する耐震診断・耐震改修への助成  

木造以外の既存建築物等に対しては、県と協力し、所有者等の意向を適宜把握し、共同

住宅（分譲マンション）等の耐震化への支援の実施について検討を行います。 

 

（２）地震に伴う崖崩れ等による建築物の被害の軽減対策への助成  

地震に伴う崖崩れや液状化等による建築物の被害を軽減するため、災害リスクの高い土

地などの情報提供に加え、「がけ地近接等危険住宅移転事業」等を活用し、居住者の自助

努力による住宅の移転、建築物の改修支援の検討を行います。 
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3．安心して耐震改修を行うことができるようにするための環境整備 

（１）相談体制の整備  

平成 22 年度に奈良県が行ったアンケートの結果から、県民の多くの住宅所有者は家の

使い勝手を改善するリフォームと同時に耐震補強を行いたいと考えているが、費用負担に

対する不安や工事期間中の不便さ、改修工事業者への不信感などがネックになり実施され

ていないことがうかがえます。 

このため、各建築関係団体が設置する住宅相談窓口、町の「住宅無料相談窓口」、町ホ

ームページやパンフレットなどで、省エネ・耐震化・高齢者対応等のリフォームに関する

幅広い住宅相談、情報提供を引き続き行っていきます。 

住宅リフォーム事業の健全な発達及び消費者が安心してリフォームを行うことができる

環境の整備を図るため、県と協力し、国土交通省の制度である「住宅リフォーム事業者団

体登録制度」（（一社）住宅リフォーム推進協議会）の周知を図ります。 

また、耐震改修事業者の選定をする際の参考にしてもらえるよう、町ホームページ等に

おいて県が公開する耐震改修事業者リストを周知します。 

なお、耐震診断・改修計画に関する公的評価は下欄の耐震判定委員会で行っています。 

●技術者の紹介 

・（一社）奈良県建築士事務所協会 

⇒https://www.nrkjk.jp/ 

・（一財）日本建築防災協会 

⇒http://www.kenchiku-bosai.or.jp 

●耐震診断・耐震改修に関する公的評価 

・既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加する団体が
設置する耐震判定委員会 

（（一財）日本建築防災協会） 

⇒http://www.kenchiku-bosai.or.jp 

●住宅リフォーム事業者団体登録制度（(一社)住宅リフォーム推進協議会） 

⇒https://www.j-reform.com/reform-dantai/ 

●耐震改修事業者リスト 

・県内市町村の補助金を受けた木造住宅耐震改修工事実績のある事業者(奈良県) 

⇒https://www.pref.nara.jp/54174.htm 

 

さらに、耐震改修を行わない理由として、耐震改修に係る手間や手続きが面倒なことが

挙げられます。 

ワンストップ相談窓口の設置等による各種相談や手続きの一本化などを進め、住宅・建

築物所有者にとって、わかりやすく、面倒を掛けない仕組みづくりに努めます。 

 

（２）技術者・事業者の育成  

県が実施する耐震診断技術者の育成・診断維持・向上の取組みや耐震改修工事を行う事

業者の育成等に関して、町内技術者・事業者への周知を行うなど協力します。 
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4．多数の者が利用する建築物等の耐震化の促進 

（１）緊急輸送道路等の避難路沿道建築物の耐震化促進  

地震発生時に、緊急車両や相当多数の者の避難などの通行を確保すべき道路においては、

その道路の沿道建築物が地震によって倒壊し、当該道路を閉塞することの無いよう耐震化

の促進を図ります。 

① 県が指定する緊急輸送道路等 

県では耐震改修促進法第５条第３項第３号に基づき、建築物の倒壊によって緊急車両の

通行や住民の避難の妨げになるおそれのある道路として、奈良県地域防災計画に定められ

た第 1 次及び第 2 次緊急輸送道路を奈良県耐震改修促進計画で指定しています。 

 

【県で指定されている町内の緊急輸送道路】 

第 1 次緊急輸送道路 

  ・中和幹線 

 第 2 次緊急輸送道路 

・県道 5 号大和高田斑鳩線 

・県道 108 号大和郡山広陵線（大場～鳥居大橋） 

・県道 112 号田原本広陵線（広陵町役場前交差点～河合大和高田線交差点） 

・県道 14 号桜井田原本王寺線 

・町道柳板大谷線（河合大和高田線交差点～広陵消防署前） 

・町道大谷奥鳥井線 

 

 

 機能区分 

第１次 

緊急輸送道路 

①県外からの支援を受けるための広域幹線道路（京奈和自動車道、西名阪

自動車道、国道168号など） 

②県内の主な市町村を相互に連絡する道路（中和幹線、国道169号など） 

③京奈和自動車道 IC にアクセスする道路（国道309号、国道310号など）

④災害拠点病院にアクセスする道路 

第２次 

緊急輸送道路 
第１次緊急輸送道路と連絡する道路 

（出典：奈良県地域防災計画） 

② 町が指定する緊急輸送道路 

本町では耐震改修促進法第 6 条第３項第 2 号に基づき、建築物の倒壊によって緊急車

両の通行や住民の避難の妨げになるおそれのある道路として、広陵町地域防災計画に位置

づけられた緊急湯同道路を本計画で指定しています。 

また、避難路、避難地沿いのブロック塀や看板等の改善を図るとともに、避難路沿いの

住宅、建築物の耐震化を促進します。 

奈良県地域防災計画における緊急輸送道路の機能区分 
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【町が独自に指定する緊急輸送道路】 

・町道上田部・奥鳥井線 

・町道笠ハリサキ線 

・町道広谷秋廻り線 

・町道馬見北 20 号線 

・町道馬見北 61 号線 

・町道百済赤部線 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

③  避難路沿道等のブロック塀等  

地震による倒壊によって、歩行者に危害を与える恐れのあるものや、道路を閉塞し、避

難や救急・救命・消火活動等に支障を及ぼすブロック塀等の組積造の塀については、耐震

性が確保されていることが必要です。 

ブロック塀等の除去工事に対する補助対象避難路は、住宅や事業所等から避難所や避難

地帯へ至る私道を除く経路とします。 

避難路沿道のブロック塀所有者に対して安全性の確認や改修、除却等の必要な情報の普

及・啓発に努めます。 

 

■ 道路閉塞させる組積造の塀 

 

  

＊多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある住宅・建築物 

■ 道路閉塞させる住宅・建築物（通行障害既存耐震不適格建築物の要件） 

(出典：国土交通省 HP) 

(出典：国土交通省 HP) 
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 ■ 緊急輸送道路図 
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（２）多数の者が利用する民間建築物等の耐震化促進  

多数の者が利用する民間建築物等は、地震発生時に大きな被害をもたらす恐れがあるこ

とから、所有者に耐震化の重要性について普及・啓発に努め、耐震診断の実施を促します。 

 

5．地震時の建築物の総合的な安全対策 

（１）居住空間内の安全確保  

地震時における家具・食器棚・冷蔵庫等の転倒は、それによる人の負傷に加え、避難や

救助活動等の支障となります。 

このため、家具等の転倒防止対策やガラス等の飛散防止対策等に関するパンフレット等

により、居住空間内の安全確保に関する知識の普及啓発に努めます。 

また、住宅の耐震改修が困難な住宅所有者に対して、地震により住宅が倒壊しても安全

な空間を確保でき、命を守ることができるよう、耐震シェルター等の活用を啓発します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）エレベーターの耐震対策・閉じこめ防止とエスカレーターの耐震対策  

地震時のエレベーターの閉じ込め被害を軽減させる安全装置を設置していない既設エ

レベーターについては、県への定期報告制度を活用し所有者又は管理者に安全装置の設

置を促すよう周知を図ります。 

また、地震の揺れによる部品の脱落等により運転休止とならないようエレベーター及

びエスカレーターの脱落防止対策等の耐震対策の必要性の情報提供に努めます。 

 

（３）工作物等の安全対策  

耐震性が不十分なブロック塀等について、倒壊による被害を未然に防止するために、既

存塀の改修も含め、県及び建築関係団体と連携して、ブロック塀等の耐震性向上の促進に

努めます。 

さらに、看板等の倒壊・落下の危険性及び点検方法や補強方法等の安全対策についてパ

ンフレット等により普及啓発に努めます。 

  

■ 室内の安全対策 
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（４）大規模空間の天井崩落対策  

大規模空間を持つ建築物の天井については、地震時に天井が落下することによる被害が

生じる可能性があるため、町では、ホームページ等により、大規模空間を持つ建築物の所

有者等に対し、天井、特に特定天井の安全対策を講じるよう啓発に努めます。 

 

  

■ ブロック塀等の点検のチェックポイント 

(出典：国土交通省 HP) 
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第６章 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 

１．耐震診断・耐震改修に関する情報提供の充実 

令和６年能登半島地震において、耐震改修を行った木造建築物は、耐震改修を行ってい

ない旧耐震基準の木造建機物より被害割合が低く、耐震改修の効果が有効であることがわ

かります。 

一方で、県が令和７年に実施した県民アンケートでは、昭和 56 年 5 月以前に建築され

た耐震性がない（耐震診断実施済）戸建て住宅にお住まいの方のうち約 93％の方が「耐

震改修の予定はない」と回答しています。 

このことを踏まえ、住宅・建築物の耐震化が地震対策に大変有効で重要なことであるこ

とを、広く町民に理解してもらう必要があります。特に、昭和 56 年 5 月以前に建築され

た住宅・建築物の所有者等に耐震診断・耐震改修に関する情報が周知されることが重要で

す。 

耐震診断・耐震改修の実施が促進されるよう、引き続き、町ホームページ、パンフレッ

ト、耐震セミナー等を活用するとともに、ＳＮＳや商業施設でのイベントでの積極的な情

報発信を新たな取り組みに加え、技術的・制度的な情報提供の充実を図ります。 

また、県・建築関係団体と連携し、耐震診断を行った所有者に対して、すみやかに耐震

改修工事を実施してもらうため、耐震診断結果報告時に改修実施に向けたアドバイスや改

修補助制度の情報提供、意識調査などを個別訪問やダイレクトメールなどにより行います。 

 

２．住宅の耐震化に係る普及啓発 

（１）効果的な普及啓発の実施  

①パンフレットの活用、セミナー等の開催  

県作成の「わが家の耐震診断ガイドブック」、「誰でもできる わが家の耐震診断」、「木

造住宅耐震改修事例の紹介」、「伝統的な木造住宅 耐震診断・改修の手引き」等の耐震診

断、耐震改修に関するパンフレットを活用し、建築物の耐震化等に関する啓発及び知識の

普及に努めます。 

また、県が実施する専門家による耐震セミナーや県政出前トーク等に協力し、町民への

住宅・建築物の耐震化知識の普及啓発に努めます。 

さらに、住宅の適正な維持管理が促進されるよう、県、建築関係団体等と連携し、耐震

診断・耐震改修に限らず、住宅情報全般に関する広報活動を推進します。 

●耐震診断・改修に関するパンフレットの紹介(奈良県) 

⇒https://www.pref.nara.jp/8094.htm 
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②旧耐震基準の住宅が多い地域への集中的な啓発  

旧耐震基準の住宅が多い地域において、耐震改修やリフォーム、建替えの促進による安

全安心なまちづくりに関する情報提供、啓発活動を集中的に行っていきます。 

③高齢者世帯への啓発及び知識の普及  

旧耐震基準の住宅所有者の多くを占める高齢者への啓発が耐震化促進を図る上で重要で

す。このことから、高齢者世帯への支援を充実する次の施策の実施に向けた検討を進めま

す。 

●高齢者への周知活動 

高齢者の防災及び地震被害の備えに対する意識の向上を図る啓発活動により高齢者の防

災意識を向上させるとともに、既存の補助事業、税制優遇などの周知を行うことにより、

住宅の耐震化促進を目指します。 

●高齢者向けリバースモーゲージ型住宅ローンの促進 

令和 6 年度補正予算により新設された「リ・バース 60 耐震改修利子補給制度」により、

令和 8 年 3 月現在、耐震改修を含むリフォームについて、独立行政法人住宅金融支援機構

と提携する民間金融機関が提供する高齢者向けリバースモーゲージ型住宅ローン「リ・バ

ース 60」において、無利子又は低利子での貸付を行うことが可能です（融資上限額等の

要件あり）。 

本町においても制度利用開始に向けての検討を行っていきます。 

●リ・バース 60（住宅金融支援機構） 

⇒https://www.jhf.go.jp/kojin/yushihoken_revmo/index.html 

 

（２）リフォームや改修にあわせた耐震改修の誘導  

住宅･建築物の所有者が多様な選択肢の中から、それぞれの実情に合わせて効率的かつ

効果的に耐震改修ができるよう、県及び建築関係団体・リフォーム事業者等と連携し、リ

フォームやバリアフリー改修、介護保険制度の住宅改修、省エネ改修とあわせた耐震改修

の実施に誘導することで、さらなる耐震化の促進を図ります。 

●リフォーム促進税制（所得税・固定資産税）について（国土交通省） 

⇒https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000249.html 

 

（３）新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法の普及  

平成 12 年に木造住宅の接合部等に係る建築基準法の耐震関係規定が明確化されました。

そのため、昭和 56 年 6 月以降に着工された住宅についても現行の規定を満たさない場合

が報告されています。 

平成 28 年に発生した熊本地震では、旧耐震基準による建築物のほか、新耐震基準の在

来軸組構法の木造住宅のうち、平成 12 年以前に建築された住宅についても、倒壊等の被

害が見られました。 
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これを受け、国では、昭和 56 年から平成 12 年までに建築された木造住宅について、

接合部等の状況を確認することにより耐震性能を検証する方法として、「新耐震基準の木

造住宅の耐震性能検証法（新耐震木造住宅検証法）」をとりまとめています。 

平成 12 年以前に建築された新耐震基準の在来軸組構法の木造住宅についても耐震性

能の検証及び必要に応じて安全性の向上が適切になされるよう、周知を図ります。 

●新耐震基準の木造住宅の 耐震性能検証法 （新耐震木造住宅検証法）（国土交通省） 

⇒https://www.mlit.go.jp/common/001184898.pdf 

 

（４）地震保険加入によるメリットの普及啓発  

地震により建築物が倒壊や損壊した場合に補償が得られる地震保険に加入することは、

住宅再建の一助となります。 

住宅等の所有者が耐震診断・耐震改修を実施することにより、地震保険加入に際して有

利になること、また住宅の建替えも加入の対象となること等について普及啓発を行うこと

で耐震化の促進を図ります。 

●地震保険の概要参考（財務省） 

⇒https://www.mof.go.jp/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm 

 

３．建築物の建替え等の促進 

建築物の耐震化促進においては、耐震改修と併せて、耐震性のない建築物の建替えや除

却によって、地震災害に強いまちづくりを進めていくことも効果的です。 

これまでの耐震診断や耐震改修に関する取り組みを促進するとともに、個別の建築物の

建替えや除却を促進する仕組みについても、空き家対策など関係部局と連携を行い、地域

の状況に応じた施策の促進に努めます。 

また、マンション関係法の改正（令和８年４月１日施行）において、耐震改修促進法の

改正も行われ、耐震性不足マンションの耐震改修や再生・建替手法等に係る制度の見直し・

充実が行われています。耐震性不十分な分譲マンションの建替え等について、関係部局や

関係団体と連携し、制度の普及啓発を行うとともに、課題に応じた施策の促進に努めます。 
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４．地震防災マップの活用 

住宅・建築物の所有者等の地震被害に対する意識を啓発するため、地震による揺れやす

さ等を表示した広陵町総合防災マップを活用し、関係部局とも連携し、耐震イベントや展

示を行うなど、普及啓発を引き続き実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．町内会や学校等との連携 

地震防災対策は、自らの問題であるとともに、地域の問題として捉え主体的に活動する

ことで地域全体としての減災効果が期待できます。 

町は、県に協力し、自主防災組織や町内会等への県からの耐震技術者の派遣や県政出前

トーク、学校等での地域防災教育を通して、住宅・建築物の耐震化やブロック塀の改善等

の普及啓発に努めます。 

  

（出典：広陵町 HP）

広陵町総合防災マップ 
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資料編 

用語解説 

【カ行】 

●活断層 

最近の地質時代（第四紀：約 200 万年前から現在）に繰り返し動き、将来も活動するこ

とが推定される断層です。 

 

●緊急輸送道路 

災害時の拠点施設を連結する道路であり、災害時における多数の者の円滑な避難、救急・

消防活動の実施、避難者への緊急物資の輸送等の観点から重要な道路のことです。 

 

●減災 

災害による人命、財産ならびに社会的・経済的混乱を減らすための試み。減災のためには、

地震、台風、集中豪雨などの災害について、被害想定やハザードマップなどを活用して正し

く理解すること、災害に備えることで、私たち自身、あるいは地域自体が持っている災害に

対処できる能力（地域の防災力）を高めることが大切と考えられています。 

 

●建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進法） 

阪神・淡路大震災の教訓をもとに制定され、平成 7 年 12 月 25 日に施行された法律で、

新耐震基準を満たさない建築物について積極的に耐震診断や改修を進めることが定められま

した。 

その後、平成 18 年 1 月の改正では、都道府県が計画を策定することが定められ、さらに、

平成 25 年 11 月 25 日に施行された改正耐震改修促進法では、不特定多数の者が利用する

建築物等のうち大規模なものや都道府県が指定する避難路沿道建築物等については耐震診断

が義務付けられることとなりました。 

 

【サ行】 

●住宅・土地統計調査 

我が国の住宅に関する基礎的な統計調査で、総務省統計局が 5 年ごとに実施しています。

住宅及び世帯の居住状況の実態を把握し、その現状と推移を、全国及び地域別に明らかにす

ることを目的に行うものです。 

 

●住宅リフォーム事業者団体登録制度 

消費者が安心して事業者を選び、リフォームを行うことができる環境を整えるために、一

定の要件（業務の適正な運営の確保及び消費者への情報提供を行う等）を満たす住宅リフォ

ーム事業者の団体を国が登録する制度です（平成 26 年 9 月 1 日施行）。 
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●所管行政庁 

耐震改修促進法第 2 条第 3 項に定められているもので、奈良県における所管行政庁は、建

築基準法による特定行政庁（奈良市、橿原市、生駒市の長及び 3 市を除く区域は奈良県知事）

を指します。 

 

【タ行】 

●耐震改修 

地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却

又は敷地の整備をすることです。 

 

●耐震基準 

建築物が地震の振動に耐えるために必要な構造基準で、関東大震災の翌年大正 13 年に定

められ、昭和 25 年に建築基準法により構造基準の見直しが行われました。その後の大地震

による建物被害から得られた知見により都度見直され、昭和 53 年の宮城県沖地震後、昭和

56 年 6 月には大きく改正されました。これを境に昭和 56 年 6 月以降の耐震基準を「新耐

震基準」、以前の耐震基準を「旧耐震基準」と表現しています。 

現行の耐震基準では、震度 6 強から 7 程度の大地震に対して、人命に危害を及ぼすような

倒壊等を生じないことを目標としています。法律では、この大地震を「極めて希に発生する

地震動」と表現しています。 

 

●耐震シェルター等 

耐震シェルターとは、住宅内の一部に木材や鉄骨で強固な箱型の空間（シェルター）を作

り、安全を確保するものです。また、耐震シェルター以外にも、地震により住宅が倒壊して

も安全な空間を確保できるものとして、上部を金属製のフレームで覆うことで、寝ている人

を保護する防災ベッドや、天板の中に鉄板が仕込まれている等により強度を上げ、地震の際

の落下物などから身を守ることができる防災ベッドがあります。 

 

●耐震診断 

地震に対する安全性を評価することです。 

建築物の構造形式によって、それぞれ何通りかの基準が定められています。木造住宅では、

自ら住まいの耐震性をチェックできる簡易な「誰でもできるわが家の耐震診断」から耐震改

修を行うための精緻な「精密診断」まで目的に応じて採用します。 

 

●多数の者が利用する建築物等（特定既存耐震不適格建築物） 

耐震改修促進法第 14 条各号に該当する建築物で学校・病院・ホテル・事務所等一定規模

以上で多数の人々が利用する建築物、危険物の貯蔵場・処理場及び地震により倒壊し道路を

閉塞させるおそれのある建築物のことを本計画において「多数の者が利用する建築物等」と

しています。平成 25 年の耐震改修促進法改正前には特定建築物とされていたものです。【別

表参照】 
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●中央防災会議 

災害対策基本法に基づいて設置された内閣総理大臣を長とし、内閣府に事務局を置く会議

です。 

 

●通行障害既存耐震不適格建築物 

地震によって倒壊した場合において、その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円

滑な避難を困難とするおそれがあるものとして、耐震改修促進法第 14 条 3 号に定める既存

耐震不適格建築物をいいます。 

 

●東南海・南海地震 

東南海地震とは、遠州灘西部から紀伊半島南端までの地域で発生する地震のことで、南海

地震とは、紀伊半島から四国沖で起こる地震のことをいいます。 

東南海・南海地震はこれまで過去に 100～150 年間隔で繰り返し発生しており、今世紀

前半に発生する可能性が高いと予想されています。 

 

●特定天井 

脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井のことで、次の全ての要件を満たすも

のが該当します。 

・居室、廊下その他、人が日常立ち入る場所に設けられたもの。 

・高さが 6ｍを超え、水平投影面積が 200 ㎡を超えるもの。 

・単位面積質量が 2 ㎏を超える天井面構成部材等で構成されるもの。 

 

【ナ行】 

●奈良県地域防災計画 

地域防災計画は、災害対策基本法第 40 条に基づき都道府県や市町村の各地方自治体の長

が、それぞれの防災会議に諮り、防災のために処理すべき業務などを具体的に定めた計画で

す。奈良県では、災害の被害から「人命を守る」ことを最大の目標に、被災府県の課題や教

訓を活かし、今後発生しうる災害に備えるため令和 7 年 3 月に見直しています。 

 

●南海トラフ巨大地震 

南海トラフは東海地方から紀伊半島、四国にかけての南方の沖合約 100km の海底にある

延長 700km の溝状の地形であり、フィリピン海プレートが日本列島の下に沈み込んでいる

場所に相当します。過去に起った安政東海地震（1854 年）、東南海地震（1944 年）、南

海道地震（1946 年）の大地震は、この南海トラフの沈み込みに関係したものであります。

この地震は、100～200 年周期で繰り返し発生しており、将来、発生する可能性が高いと予

想されている地震です。 

 

【ハ行】 

●バリアフリー 

日常生活や社会生活を営む上での障害（バリア）をなくすことをいいます。住宅におい

ては、床の段差の解消、手すりの設置等があります。 
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●防災拠点建築物 

大規模な地震が発生した場合において、その利用を確保することが公益上必要な施設の建

築物で、災害の応急対策活動に必要な官公署等の施設、救護活動の拠点となる病院等、避難

所と位置づけられた施設等があります。 

 

●避難路沿道建築物 

地震発生時やその復旧時において、避難拠点や救助活動拠点となる防災拠点を連絡する輸

送路となる緊急輸送道路沿道に建築された建築物や組積造の塀を指します。このうち通行障

害既存耐震不適格建築物となるものについては、当該道路を閉塞することがないよう耐震化

の促進を図る必要があります。 

 

【マ行】 

●密集市街地 

老朽化した木造建築物が密集し、かつ道路や公園などの公共施設が十分に整備されていな

いため、火災・地震が発生した際に延焼防止・避難に必要な機能が確保されていない状況に

ある市街地をいいます。 

 

【ヤ行】 

●要安全確認計画記載建築物 

耐震改修促進法に基づき、耐震診断の義務路線として地方公共団体の耐震改修促進計画に

位置づけられた道路沿道にあり、災害時に倒壊して道路を閉塞するおそれのある建築物及び

都道府県の耐震改修促進計画に位置づけられた避難所等の防災拠点建築物です。 

この建築物には、耐震診断結果の報告が義務づけられています。 

 

●要緊急安全確認大規模建築物 

耐震改修促進法附則第 3 条に定められている病院、店舗など不特定多数の者が利用する建

築物や小学校、老人ホームなど避難弱者の方が利用する建築物等のうち一定規模以上の大規

模なものです。 

この建築物には、耐震診断結果の報告が義務づけられています。【別表参照】 

 

【ラ行】 

●リバースモーゲージ型住宅ローン 

住宅金融支援機構と提携する民間金融機関が提供する、高齢者を対象とした住宅ローンを

指します。原則的に毎月の支払金額を利息のみとし、元金が利用者が死亡時に一括返済（担

保物件の売却代金など）される仕組みです。 
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別表 耐震改修促進法における規制対象建築物一覧 
 多数の者が利用する 

建築物等の規模要件 

（法第14条） 

指示対象となる特定既存

耐震不適格建築物の規模

要件 

（法第15条） 

要緊急安全確認大規模建

築物 ＊の規模要件 

（附則第3条） 

学校 

小学校、中学校、義

務教育学校、中等教

育学校の前期課程、 

特別支援学校 

階数2以上かつ1,000㎡以

上 

（屋内運動場の面積を含

む。） 

階数2以上かつ1,500㎡以

上 

（屋内運動場の面積を含

む。） 

階数2以上かつ3,000㎡以

上 

（屋内運動場の面積を含

む。） 

上記以外の学校 
階数3以上かつ1,000㎡以

上 

  

体育館（一般公共の用に供される

もの） 

階数1以上かつ1,000㎡以

上 

階数1以上かつ2,000㎡以

上 

階数1以上かつ5,000㎡以

上 

ボーリング場、スケート場、水泳

場その他これらに類する運動施設 

階数3以上かつ1,000㎡以

上 

階数3以上かつ2,000㎡以

上 

階数3以上かつ5,000㎡以

上 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場   

百貨店、マーケットその他の物品

販売業を営む店舗 

階数3以上かつ2,000㎡以

上 

階数3以上かつ5,000㎡以

上 

ホテル、旅館 

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、

寄宿舎下宿 

  

事務所 

老人ホーム、老人短期入所施設、

福祉ホームその他これらに類する

もの 

階数2以上かつ1,000㎡以

上 

階数2以上かつ2,000㎡以

上 

階数2以上かつ5,000㎡以

上 

老人福祉センター、児童厚生施

設、身体障害者福祉センター、そ

の他これらに類するもの 

幼稚園、保育所、幼保連携型認定

こども園 

階数2以上かつ500㎡以上 階数2以上かつ750㎡以上 階数2以上かつ1,500㎡以

上 

博物館、美術館、図書館 階数3以上かつ1,000㎡以

上 

階数3以上かつ2,000㎡以

上 

階数3以上かつ5,000㎡以

上 遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナ

イトクラブ、ダンスホールその他

これらに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行そ

の他これらに類するサービス業を

営む店舗 

工場（危険物の貯蔵場または処理

場の用途に供する建築物を除

く。） 

  

車両の停車場または船舶もしくは

航空機の発着場を構成する建築物

で旅客の乗降または待合の用に供 

するもの 

階数3以上かつ2,000㎡以

上 

階数3以上かつ5,000㎡以

上 

自動車車庫その他の自動車または 

自転車の停留、または駐車のため

の施設 

保健所、税務署その他これに類す

る公益上必要な建築物 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途

に供する建築物 

政令で定める数量以上の

危険物を貯蔵し、又は処

理する全ての建築物 

500㎡以上 

階数1以上かつ5,000㎡以

上（敷地境界線から一定

距離以内に存する建築物

に限る） 

避難路沿道建築物 

耐震改修促進計画で指定

する重要な避難路の沿道

建築物であって、前面道

路幅員の1/2超の高さの

建築物 

（道路幅員が12m以下の

場合は6m超） 

左に同じ 
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